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病 院 長

　当院では「健康増進法の一部を改正する法律」の

通知を受け、2019 年 12 月 1 日より

とし、喫煙所を廃止します。

　当院を利用される際は、駐車場を含む病院敷地内

での喫煙（電子たばこ・加熱式たばこを含む※）はご

遠慮ください。また、病院周辺での路上喫煙等につ

いても近隣の方のご迷惑となりますので、ご遠慮く

ださい。

　皆さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます。
※ たばこ事業法における喫煙用の「製造たばこ」
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INFORMATIONINFORMATION

敷地内全面禁煙のお知らせ

病院敷地内 禁 煙
（電子たばこ・加熱式たばこを含む）


